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弊社製品をご利⽤のお客様 
旭有機材株式会社 

管材システム事業部 
CS 品質部 

弊社製品の⾷品衛⽣法（ポジティブリスト制度）への適合確認状況 

 
拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。 

  平素は格別のお引き⽴てを賜り、厚く御礼申し上げます。 
 「弊社製品のポジティブリスト制度の適合確認状況」に関しまして、以下のとおり適合確認結

果をご報告いたします。 
敬具 

記 

１．改正⾷品衛⽣法(ポジティブリスト制度)について 
2020 年 6 ⽉ 1 ⽇より改正⾷品衛⽣法が施⾏されました。これにより、⾷品⽤器具・容器

包装においては、安全性を評価した物質のみを使⽤可能とするポジティブリスト(PL)制度
が導⼊されています。また、2025 年 5 ⽉ 31 ⽇には経過措置期間(5 年間)が終了し、2025
年 6 ⽉ 1 ⽇より本格運⽤が開始されています。 
 

２．弊社製品のポジティブリスト制度への適合状況について 
弊社製品のうち以下の製品群は、接液部がポジティブリスト(PL)に収載された原料のみ
で構成されていることを確認しています。（2025 年 10 ⽉現在） 
 
・バルブ      U-PVC、PP、PVDF 製 (⼀部の製品及び仕様は除く) 
・パイプ      超純 PVC、PP(仕⼊品は除く) 
・継⼿・フランジ  超純 PVC、PP(仕⼊品は除く) 
※詳細は次頁の「ＰＬ適合確認状況」をご確認ください 

 
◆ご注意事項 

  ※⼀部の製品及び仕様は、内部接液部に使⽤される部材によって不適合となる場合が御座い  
ます。 

※弊社製品は、広く⼯業⽤途に⽤いられることを⽬的とした製品であり、⾷品⽤器具・容器  
包装⽤として製造したものではありません。そのため、改正⾷品衛⽣法に定める製造管理
及び営業届出を⾏って製造されたものではございません。 
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